
 

 

 

 

 

 
 

2 月 25 日(火)に第 4回生駒市新型コロナウィルス感染症警戒本部会議を開催し、今後の対応を決定しま

したのでお知らせします。 

 

■ 今後の対応（当面 2週間、3月 10日まで） 

◇ 市が主催する行事等 

① 中止や延期の影響の少ないものは中止または延期します。 

② 参加者が特定できない大規模な行事・催し等は中止または延期し、参加者が特定できる行

事・会議等は必要性に応じ実施します。 

③ 参加者が特定できない大規模な行事・催し等であっても、参加者が十分な距離（２メートル

程度）をとれない時間が短く、かつ直接触れ合うものでないものなど、濃厚接触となる恐れ

の少ないものは必要性に応じ実施します。 

④ ②、③に関わらず、飲食を伴う行事・催し等は中止・延期、または飲食を伴わない形で実施

します。 

⑤ 実施の際は、会場出入り口等における消毒用アルコールを準備するとともに、発熱を伴う咳

症状がある場合は参加を見合わせるよう周知します。 

   ※中止や延期する行事等は、2月 25 日(火)13 時以降に市ＨＰへ掲載していきます。 

 ※今後コロナウィルス感染症の広がりなどを踏まえ、対応方針を変更することがあります。 

 

◇ 市民・民間団体等の行事 

 市民や民間団体等が実施する各種イベント等についても、本市が主催する各種行事等と同様

の基準での中止や延期の検討を促します。  

 

◇ 職員の時差出勤の実施等 

通勤に公共交通機関を使用している職員は、業務に支障が出ない範囲で時差出勤を実施可能

とします。また、テレワークについても必要に応じて検討していきます。 
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